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１ 令和２年度税制改正の主なポイント 

＊新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置 

 
 

＊その他の主な税制改正および民法改正 

 
詳しくはこちらをご覧ください。 

http://www.seiei.or.jp/pdf2/R02zeisei.pdf 

•新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、特例措置として、法人税、消費
税、所得税などほぼすべての国税を対象に、無担保・延滞税なしで１年間、納税
猶予ができます。

◎納税猶予の特例

•(株)日本政策金融公庫などの公的金融機関や他の金融機関から新型コロナウイル
ス感染症に関する特別貸付を受けた場合の契約書については、印紙税が非課税と
なりました。

◎特別貸付に係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税

•中小企業投資促進税制の一環で、設備投資に対して特別償却または税額控除が
受けられる「中小企業経営強化税制」が拡充され、対象となる設備が追加されま
した。

◎テレワーク等に関する中小企業経営強化税制の拡充

•３０万円未満の減価償却資産の損金算入できる措置が、一部の要件見直
しのうえ、適用期限が２年延長されました。

◎少額減価償却資産の即時償却の延長

•５Ｇ（第５世代移動通信システム）設備への投資について、特別償却ま
たは税額控除ができる税制が創設されました。

◎５Ｇ投資促進税制の創設

•令和２年４月１日施行の改正民法において、売掛金管理に影響のある
「短期消滅時効」が５年に長期化されました。

◎売掛金の時効が２年から５年に長期化(民法改正）

http://www.seiei.or.jp/pdf2/R02zeisei.pdf


 

２ お知らせ 

 

茨城県庁薬務課からのお願い 

若者を大麻の害から守ろう！ 
 

ここ数年、大麻による検挙者数が急増してい

ます。特に、20 歳代以下の若者の割合が多

く、県内でも 6 割を占めています。昨今、イ

ンターネット等で氾濫している「大麻には害

がない」といった誤った情報が乱用を助長し

ています。 

大麻は依存性があり、一回の使用

でも止められなくなります。また、

脳に作用し、幻覚や妄想の発現、注

意力の低下を引き起こし、交通事故

や業務上のミスを招きます。 

このように、大麻は本人だけでな

く、家族、友人、職場など周囲の

人々へも大きな悪影響をもたらた

め、大麻の有害性を広く啓発し、社

会全体で若者を大麻の害から守るこ

とが必要です。 

地域の皆様、事業者の皆様のご協

力をお願いいたします。  

 

職場研修等にリーフレットやポスターなどが必要な際には県庁薬務課又は保健所まで
ご連絡ください。パネルや DVD など啓発用資材の貸出しも行っています。 

別名・隠語に注意！ 

 マリファナ、ハッパ、グラス、クサ、

野菜、カンナビス、ウィード、ポット、

チョコ、ガンジャ、ハシシ、ハッシュ

など、 様々な名前で取引されてい

ます。 

茨城県保健福祉部医療局薬務課麻薬グループ TEL 029-301-3388 

警察庁公表データから作成 



 

３ 資金繰り相談はお早めに！ 

 

詳しくは：経済産業省ＨＰ https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 



 

 



 


